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定県第52号議案 

神奈川県県税条例の一部を改正する条例 

神奈川県県税条例（昭和45年神奈川県条例第26号）の一部を次のように改正する。 

附則第15項第３号イ(ｲ)中「 100 分の1.9795」を「 100 分の1.9425」に改める。 

附則第20項第２号イ中「 107 分の７」を「 105 分の５」に改める。 

附 則 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

２ 改正後の附則第15項第３号イ(ｲ)及び第20項第２号イの規定は、令和２年４月１日以後に開始する

事業年度分の法人の事業税について適用する。 

令和２年５月20日提出 

神奈川県知事 黒 岩 祐 治 

（提案理由） 

法人の事業税の税率の特例に関する規定について、所要の改正をしたいので提案するものでありま

す。 
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